
総 税 市 第 3 7 号 
平成 30 年 4 月 1 日 

 
 
各 都 道 府 県 知 事   殿 
 
 
                           総 務 大 臣 

（公 印 省 略） 

 
ふるさと納税に係る返礼品の送付等について 

 

ふるさと納税制度は、ふるさとや地方団体の様々な取組を応援する納税者の気持ちを橋渡

しし、支え合う仕組みであるとともに、地方団体が自ら財源を確保し、様々な施策を実現す

るために有効な手段であり、我が国において人口減少が深刻化する中で、地域資源を最大限

活用し、地域経済を再生させていく上で、重要な役割を果たす制度です。 

今後、ふるさと納税を行う方の裾野を拡大し、ふるさと納税で得られた資金をそれぞれの

地域でさらに有効に活用するためには、各地方団体において、ふるさと納税を活用する事業

の趣旨や内容、成果をできる限り明確にする取組やふるさと納税をした方と継続的なつなが

りを持つ取組を進めていただくことが重要です。総務省としても、クラウドファンディング

型のふるさと納税を活用した「ふるさと起業家支援プロジェクト」及び「ふるさと移住交流

促進プロジェクト」を立ち上げたところであり、各地方団体においては、こうした取組を積

極的に進めることが期待されます。 

返礼品の送付については、「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」（平成 29 年４

月１日付け総税市第 28 号。以下、「平成 29 年通知」という。）を発出し、制度の趣旨に沿っ

た責任と良識のある対応をお願いしてきました。通知発出後、全国市長会や全国町村会にお

いて、同通知や制度の趣旨を踏まえ適切な対応を行う旨が表明されるなど、多くの地方団体

にご理解をいただいています。各地方団体においては、引き続き、平成 29 年通知に沿った

対応をお願いします。 

一方で、依然として、一部の団体において、返礼割合が高い返礼品をはじめとして、ふる

さと納税の趣旨に反するような返礼品が送付されている状況が見受けられます。仮にこのよ

うな状況が続けば、ふるさと納税制度全体に対する国民の信頼を損なうこととなります。今

後、制度を健全に発展させていくためにも、特に、返礼割合が３割を超えるものを返礼品と

している団体においては、各地方団体が見直しを進めている状況の下で、他の地方団体に対

して好ましくない影響を及ぼすことから、責任と良識のある対応を徹底するようお願いしま

す。 

また、地域資源を活用し、地域の活性化を図ることがふるさと納税の重要な役割でもある

ことを踏まえれば、返礼品を送付する場合であっても、地方団体の区域内で生産されたもの

や提供されるサービスとすることが適切であることから、良識のある対応をお願いします。 



貴都道府県内市区町村に対してもこの旨周知するとともに、域内市区町村の返礼品の送付

が制度の趣旨に沿った責任と良識のある対応となるよう、適切な助言・支援をお願いします。 

なお、この通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４（技術的な助言）に

基づくものです。 

 

 


